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藤 伸 ― 議 員
保健行政について

質
　
平
成
２‐
年
度
に
、
女
性

特
有
の
が
ん
検
診
受
診
率

の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
無

料
ク
ー
ボ
ン
券
が
交
付
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
２。
年
度

と
２‐
年
度
の
受
診
率
の
違

い
は
。

中
村
健
康
課
長
　
子
宮
が

ん
検
診
で
は
３

１
１
％
、

乳
が
ん
検
診
で
は
５

４
８

％
と
受
診
率
が
増
加
し
て

問.子富頸がんワクチン

接種の公費助威の考えは
答.早い時期に接種すると効果が

あり、前向きに検討していく

い
る
。

質
　
現
政
権
で
平
成

２２
年

度
に
お
い
て
、
が
ん
検
診
無

料
ク
ー
ボ
ン
券
事
業
の
国

の
予
算
が
２
分
の
１
に
削
減

さ
れ
て
い
る
が
、
当
市
の
事

業
継
続
の
考
え
は
。

健
康
課
長
　
２
分
の
１
の

地
方
負
担
分
は
交
付
税
で

措
置
さ
れ
る
の
で
、
△
７
後
も

実
施
し
て
い
く
。

質
　
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
の

対
象
者
は
、
子
宮
頸
が
ん
が

２０
～
４。
歳
、
乳
が
ん
が
４０
～

６。
歳
で
、
い
ず
れ
も
５
歳
刻

み
と
な
っ
て
お
り
、
少
な
く

と
も
５
年
間
の
事
業
の
実

施
が
必
要
で
は
。

健
康
課
長
　
受
診
率
の
向

上
や
平
等
性
を
確
保
す
る

た
め
に
は
、
当
初
の
５
年
間

は
毎
年
実
施
が
必
要
と
考

えヽ
ス
■

質
　
子
宮
頸
が
ん
は
、
年
間

約
１
万
５
千
人
が
発
症
し
、

そ
の
う
ち
約
３
千
５
百
人

が
亡
く
な
る
と
い
う
推
計

が
出
さ
れ
て
い
る
。
昨
年

１０

月
に
は
予
防

ワ
ク
チ
ン
が

承
認
さ
れ
、

１２
月
か
ら
販
売

さ
れ
て
い
る
。

担
当
課
が
把
握
し
て
い
る

内
容
は
。

健
康
課
長
　
１０
歳
以
上
の

女
性
が
対
象
で
、
３
回
の
接

種
で
十
分
な
抗
体
が
得
ら
れ
、

費
用
は
４
～
５
万
円
程
度

と
把
握
し
て
い
る
。

質
　
子
宮
頸
が
ん
は
、
検
診

と
フ
ク
チ
ン
接
種
の
セ
ツ
ト

に
よ
っ
て
ほ
ぼ
１
０
０
％
防

ぐ
こ
と
が
で
き
、
予
防
で
き

る
唯

一
の
が
ん
で
あ
る
。
費

用
対
効
果
や
女
性
が
健
康

で
豊
か
に
暮
ら
せ
る
社
会

を
築
く
観
点
か
ら
、
フ
ク
チ

ン
接
種
の
公
費
助
成
実
施

の
考
え
は
。

松
岡
市
長
　
早
い
時
期
に

接
種
を
行
え
ば
効
果
が
あ
り
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
重
要
性

も
考
慮
し
て
、
△
ワ
後
、
前
向

き
に
検
討
し
て
い
く
。

こ
の
他
に
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
設
置
状
況
、
地
域

分
権
の
推
進
に
つ
い
て
な

ど
質
問
し
ま
し
た
。

藤議員 (稲築)

問.この政策実現のため.

市長選に勝つて推進すること
答.若者が住みたくなる、

総合的な住宅の計画を考える

質
　
嘉
麻
市
で
は
炭
鉱
住

宅
が
１
８
１
８
戸
、
市
営
住

宅
が
３
５
８
９
戸
あ
り
、
市

営
住
宅
の
２
割
以
上
が
耐

用
年
数
を
超
え
た
老
朽
家

屋
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
住
宅
政
策
は
嘉
麻
市

に
と
っ
て
大
変
大
き
な
政

策
で
あ
る
。

市
長
は
今
回
の
市
長
選
挙

で
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の

中
で
住
宅
の
確
保
を
掲
げ

宮 原 由 光 議 員
炭鉱住宅街の改善について

て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
政

策
で
対
応
さ
れ
る
の
か
。

松
岡
市
長
　
市
営
住
宅

ス

ト
ッ
ク
総
合
活
用
計
画
に

基
づ
き
、
住
宅
政
策
を
進
め

て
い
る
が
、
地
権
者
の
問
題

や
、
借
家
、
高
齢
者
等
々
の

問
題
点
が
数
多
く
あ
り

事

業
計
画
が
進
ん
で
い
な
い

状
況
で
あ
る
。

し
か
し
、
若
者
が
住
み
た
く

な
る
総
合
的
な
住
宅
政
策

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
い
る
。

荒
廃
森
林
再
生
事
業
に
つ

い
て

質
　
森
林
環
境
税

（１
人
当

た
り
５
０
０
円
）
は
、
森
林

を
所
有
し
て
い
な
い
人
も

対
象
に
し
て
一
律
に
課
税
さ

れ
、
荒
廃
森
林
再
生
事
業
に

充
当
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
疑
間
が
あ
る
が
。

有

田
農

林

整

備

課

長

森
林
は
様
々
な
働
き
で
生

活
に
恵
み
を
も
た
ら
し
て

い
る
が

林
産
業
の
不
振
と

森
林
所
有
者
の
高
齢
化
に

よ
り
、
苦
川
廃
が
進
ん
で
い
る
。

森
林
が
本
材
生
産
だ
け
で

な
く
、
水
や

酸
素
の
供
給
、

土
砂
災
害
の
防
止
、
洪
水

渇
水
の
緩
和
や
地
球
温
暖

化
防
止
な
ど
の
公
益
的
機

能
を
果
た
し
、
住
民
生
活
に

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
こ
と
。

さ
ら
に
は
、
森
林
を
再
生

し
、
健
全
な
状
態
で
次
世
代

に
引
き
継
ぎ

住
民
共
有
の

財
産
と
し
て
、
社
会
全
体
で

守
り
育
て
る
機
運
の
向
上

を
図
る
た
め
、
森
林
環
境
税

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

事
業
を
実
施
し
た
箇
所
は
、

事
前
に
市
と
協
定
を
結
び

整
備
後

２０
年
間
は
、
出
伐

及
び
開
発
等
に
よ
る
転
用

は
で
き
ず
、
間
伐
し
た
本
材

も
、
本
質
バ
イ
オ
マ
ス
モ
不

ル
ギ
ー
と
し
て
利
用
す
る

以
外
は
搬
出
で
き
な
い
。

宮原議員 (山田)
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荒 木 紘 子 議 員

水害による防災、減災の取り組みについて

問.災害常襲地域への

対策は
答。 梅雨前に水防倉庫を設置をし、

必要な資材を常備する

質
　
鴨
生
地
域
の
水
害
の

後
始
末
及
び

調
査
の
進
行

状
況
、
販
塚
市
や
ボ
タ
山
跡

地
の
所
有
者
と
の
対
外
交

渉
は
。

中
並
土
木
課
長
　
治
水
計

画
の
調
査
は

一
般
競
争
入

札
に
よ
り
３
月

２４
日
に
業

者
が
決
定
す
る
予
定
だ
。
飯

塚
市
赤
坂
地
区
か
ら
の
流

入
に
つ
い
て
は
、
販
塚
市
長

あ
て
に
排
水
の
早
期
対
応

と
自
円
井
堰
の
転
倒
を
早

め
に
設
定
す
る
よ
う
強
く

要
望
を
し
て
い
る
。
ボ
タ
山

跡
地
の
所
有
者
と
は
交
渉

を
行
い
、
雨
水
処
理
対
策
を

講
じ
る
と
の
回
答
を
得
て

い
る
。

質
　
近
年
頻
発
す
る
集
中

豪
雨
に
備
え
て
の
対
策
は
。

福
田
総
務
課
長
補
佐
　
土

の
う
４
千
袋
、
上
の
う
袋
１

千
枚
、
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
３
７

４
枚
、
杭
３
０
２
本
を
準
備
。

新
年
度
予
算
で
バ
リ
ケ
ー
ド

水
上
の
う
、
チ
エ
ン
ソ
ー
な

ど
購
入
し
た
い
。

質
　
災
害
常
襲
地
域
へ
の

市
の
対
応
と
市
民
へ
の
防
災

意
識
の
啓
発
は
ど
の
よ
う

に
行
う
の
か
。

福
田
総
務
課
長
補
佐
　
地

元
行
政
区
、
消
防
団
と
調
整

を
図
っ
た
う
え
で
、
旧
鴨
生

駅
跡
地
駐
車
場
に
水
防
倉

庫
を
設
置
し
、
水
防
資
材
を

ス
ト
ッ
ク
し
不
測
の
事
態

に
備
え
た
い
。
防
災
意
識
の

向
上
は
、
行
政
が
母
体
に
な

っ
て
行
政
区
長
会
、
防
災
会

議
を
通
じ
て
周
知
徹
底
し

た
い
。

国
民
読
書
年
の
取
組
み
に

つ
い
て

質
　
△
ワ
年
は
国
民
読
書
年

に
制
定
さ
れ
「じ
や
、読
も
う
」

と
い
う
キ
ャ
ツ
チ
フ
レ
ー
ズ

と
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
で
き
て
い

る
が
、
図
書
館
の
役
割
と
小

中
学
校
で
の
読
書
率
、
本
購

入
の
予
算
と
司
書
教
員
の

人
数
は
。

佐
竹
学
校
教
育
課
長
　
学

校
図
書
館
は
、
子
ど
も
が
本

と
の
出
会
い
を
通
し
て
心

を
育
て
、
生
き
る
力
を
与
え
、

基
礎
的
な
知
識
、
技
能
と
と

も
に
積
極
性
を
養
う
役
割

を
持
っ
て
い
る
。
貸
出
状
況

は
、

２‐
年
度
、
小
学
生
１
人

当
た
り
３８
冊
、
月
平
均
３
冊
、

中
学
生
、
年
７
冊
、
月
平
均

１
冊
程
度
で
あ
る
．
図
書
購

入
費
は
年
間
約
８
０
０
万
円
、

司
書
は
、
嘉
穂
地
区
６
校
に

２
人

山
田
地
区
は
４
校
に

２
人
、
稲
築
、
■
丼
地
区
は

学
校
毎
に
配
置
を
し
て
い
る
。

荒木議員(稲築)

鴨生町公民館横に設置された水防倉庫

質
　
嘉
麻
市
長
選
挙
を
目

前
に
し
て
、　
部
の
行
政
区

長
が
市
長
選
挙
立
候
補
予

定
者
を
連
れ
ま
わ
し
た
り
、

行
政
区
域
内
の
戸
別
訪
問

を
続
け
て
い
る
と
、
多
く
の

市
民
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。

公
然
と
公
職
選
挙
法
に

抵
触
し
て
い
る
行
政
区
長

の
市
長
選
挙
立
候
補
予
定

者
の
後
援
会
活
動
等
の
違

法
性

に
つ
い
て
明
確
に
さ

れ
た
い
。

福
田
総
務
課
長
補
佐
　
行

政
区
長
は
地
方
公
務
員
法

第
３
条
３
項
３
号
に
規
定

す
る
非
常
勤
特
別
職
公
務

員
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

行
政
区
長
の
地
位
利
用

に
つ
い
て
は

公
職
選
挙
法

第
１
３
６
条
の
２
に
お
い
て
、

公
務
員
と
し
て
の
地
位
を

利
用
し
て
選
挙
運
動
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

規
定
に
な

っ
て
い
る
の
で
、

禁
止
行
為
に
な
る
。
事
前
運

動
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
て

い
る
。

嘉
麻
市
長
選
挙
と
政
治
倫

理
条
例
に
つ
い
て

質
　
私
は
、

１２
月
議
会
の
一

般
質
問
で
、
嘉
麻
市
の
委
託

事
業
を
受
け
て
い
る
法
人

の
代
表
者
が
現
職
市
長
後

援
会
の
会
長
、
副
会
長
に
就

任
、
選
挙
活
動
等
を
行
う
こ

と
は
政
治
倫
理
条
例
に
違

反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
援

会
の
役
職
辞
任
を
求
め
て

い
た
が
、
現
在
の
役
職
辞
任

の
実
態
は
い
か
が
か
。

総
務
課
長
補
佐
　
市
長
後

援
会
の
副
会
長
は
辞
任
さ

れ
た
が

ム
ム
長
は
そ
の
ま
ま

継
続
さ
れ
て
い
る
。

質
　
現
職
市
長
後
援
会
の

副
会
長
辞
任
は
了
承
す
る
が

後
援
会
会
長
の
居
座
り
を

認
め
る
こ
と
は

「市
民
に
対

し

自
ら
進
ん
で
そ
の
高
潔

性
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
嘉

麻
市
政
治
倫
理
条
例
に
抵

触
す
る
も
の
で
あ
り
、
順
法

精
神

に
欠
け
る
も
の
で
は

な
い
か
。

松
岡
市
長

　

一
方
的
に
順

法
精
神
が
な
い
と
決
め

つ

け
ら
れ
る
の
は
本
当
に
心

外
で
あ
る
。

私
は
、
政
治
倫

理
条
例
を

基
本
に
現
状
を
認
識
し
な

が
ら
清
潔
性
を
維
持
し
て

じ

」
う
と
思
っ
て
い
る
。

豊  ― 馬 議 員

行政区長の選挙違反等について

問 . 行政区長の選挙活動の

禁止を求める1

行政区長の地位利用は
公職選挙法違反である‖

答 .

豊議員(山 田)
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問.今期 4年間の総括は

答.マニフェストもかなり
達成できたと思う

市
有
地
の
有
効
活
用
に
つ

い
て

質
　
山
田
吉
庵
地
区
の
自

馬
霊
園
前
の
市
有
地
の
活

用
計
画
は
。

中
嶋
財
政
課
長
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人

水
土
里
農
え
に
し
（み

ど
り
の
え
に
し
）
よ
り
、
お

花
畑
事
業
と
し
て
使
用
す

る
目
的
で
借
地
の
申
請
が

中 村 春 夫 議 員
嘉麻市の将来像について

あ
っ
て
お
り
、
無
償
貸
付
の

検
討
を
行
っ
て
い
る
。

政
治
姿
勢
に
つ
い
て

質

　

今
期
４
年
間
の
松
岡

市
政
の
総
括
は
。

松
岡
市
長
　
財
政
の
健
全
化

市
民
と
の
協
働
に
つ
い
て
は
、

概
ね
方
向
性
も
決
ま
り
、
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
る
所
期

の
目
的
も
か
な
り
達
成
で

き
た
と
思
う
。
特
に
、
財
政

の
健
全
化
に
つ
い
て
は
、
市

民
の
理
解
と
協
力
に
よ
り
、

財
政
指
標
の
す
べ
て
が
改

善
さ
れ
、
単
年
度
の
実
質
収

支
も
黒
字
決
算
と
な

っ
て

い
る
。

教
育
面
で
は
、
公
立
学
校

耐
震
化
事
業
と
合
わ
せ
て

年
次
的
に
老
朽
化
し
た
学

校
施
設
の
大
規
模
改
造
工

事
に
取
り
組
む
と
共
に
、
本

年
度
か
ら

３５
人
学
級
の
実

施
や
嘉
穂
地
区
小
学
校
統

合
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

福
祉
面
で
は
、
福
祉
バ
ス

の
充
実

市
バ
ス
の
市
内
周

回
線
を
新
設
し
て
い
る
。
ま

た
子
育
て
支
援
で
は
、
学
童

保
育
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
、

就
学
前
ま
で
の
乳
幼
児
医

療
費
の
無
料
化
、
妊
婦
健
診

の
回
数
増
、
さ
ら
に
は
市
単

独
で
５
歳
以
下
の
子
ど
も

を
対
象
に
一
律
２
万
４
千
円

を
支
給
し
て
き
た
。

そ
の
他
、
国
道
３
２
２
号

バ
イ
パ
ス
整
備
及
び
八
丁

峠
ト
ン
ネ
ル
エ
事
の
早
期

着
手
の
た
め
の
要
望
活
動
、

Ｊ
Ｒ
道
路
等
の
主
要
な
県
道

市
道
の
改
修
、
防
災
行
政

無
線

の
整
備
、
福
岡
県
消

防
学
校
の
嘉
穂
工
業
高
校

跡
地
へ
の
誘
致
な
ど
を
行
っ

て
き
た
。

今
後
と
も
自
治
基
本
条
例
、

男
女
共
同
参
画
推
進
条
例

を
基
本
に
、
市
民
参
加
に
よ

る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
み
、
人
と
自
然
に
や

さ
し
い
、
安
全
で
安
心
の
嘉

麻
市
づ
く
り
を
目
指
し
た
い
。

CI村議員 (山 田)

答 .

質
　
山
林
を
侵
食
し
て
い

る
竹
の
有
効
活
用
で
、
若
者

の
定
住
政
策
を
行

っ
て
は

ど
う
か
。
水
煮
竹
の
子
は
、

中
国
産
偽
装
問
題
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
不
足
し
て

い
る
。
水
煮
竹
の
子
は
１８
」

缶
で
１
万
４
千
円
だ
。
水
煮

竹
の
子
の
工
場
を
つ
く
り
、

雇
用
を
促
進
す
る
。
同
時
に

竹
チ
ッ
プ
は
、
１
１
当
た
り

８
千
円
に
も
な
る
。
ま
た
、

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
モ
不
ル
ギ

ー
と
し
て
も
有
効
で
、
当
市

の
温
浴
施
設
の
ボ
イ
ラ
ー

に
も
利
用
で
き
、
地
球
環
境

に
や
さ
し
い
政
策
を
し
て

は
ど
う
か
。

有
田
農
林
整
備
課
長
　
導

入
を
計
画
し
て
い
る
竹
の

粉
砕
機
で
、
竹
林
の
整
備
を

図
る
と
と
も
に
、
専
門
の
オ

ペ
レ
ー
タ
ー
を
育
成
し
、
雇

用
創
出
を
図
り
た
い
。
ま
た
、

国
産
竹
の
子
の
需
要
が
急

激
に
伸
び
て
い
る
の
で
、
竹

林
を
整
備
し
、
農
家
の
育
成

を
図
る
と
同
時
に
、
竹
林
オ

ー
ナ
ー
制
度
も
推
進
し
た
い
。

竹
チ
ッ
プ
は
、
牛
フ
ン
と
の

混
合
で
良
い
堆
肥
と
な
る

ほ
か
、
パ
ル
プ
の
原
料
と
し

て
使
わ
れ
て
お
り
、
雇
用
の

確
保
と
収
入
ア
ッ
プ
の
た

め
調
査
研
究
を
し
た
い
。
さ

ら
に
温
浴
施
設
の
ボ
イ
ラ

ー
交
換
時
に
は
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ

等
の
補
助
金
を
活
用
し
、
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
の

導
入
も
図
り
た
い
。

松
岡
市
長
　
企
業
誘
致
も

停
滞
し
て
い
る
中
、
竹
は
、

今
す
、」
く
注
目
さ
れ
て
い
る
。

荒
廃
森
林
を
よ
み
が
え
ら

せ
る
と
同
時
に
雇
用
に
も

つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。

嘉
麻
市
総
合
運
動
公
園
構

想
に
つ
い
て

質
　
嘉
穂
総
合
運
動
公
園

を
文
字
通
り
市
の
総
合
運

動
施
設
と
す
る
た
め
、
旧
嘉

穂
町
の
残
し
た
基
金
１
億

５
千
万
円
を
活
用
し
て
、
用

地
を
確
保
し
整
備
し
て
は

ど

つヽ
か
。

市
長
　
嘉
穂
総
合
運
動
公

園
は
、
筑
豊
で
唯

一
の
全
天

候
型
グ
ラ
ン
ド
た
。
い
ろ
ん

な
催
し
も
嘉
麻
市
に
来
て

お
り
、
ム
ワ
回
は
改
修
を
行

う
が
、
指
摘
の
あ
っ
た
駐
車

場
な
ど
様
々
な
課
題
が
あ
る
。

体
育
協
会
な
ど
と
意
思
疎

通
を
図
り

嘉
麻
市
の
誇
り

と
な
る
す
ぐ
れ
た
総
合
運

動
公
園
に
し
て
い
き
た
い
。

浦 田 吉 彦 議 員
竹の子ゆてて雇用を確保

間 . 竹の有効活用で自然に

やさしい行政運営を
雇用の確保と収入アップ、
森林再生につながる

浦田議員 (嘉穂)

21年度導入された竹粉砕機
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田 淵 千 恵 子 議 員
嘉麻市の農業について

間. 農業施策の地域格差と特産物の
プランド化の振興について

答. 農道の割証ついては県営農村振興総合
整備事業にのせる。特産物のプランドイヒは、
関係諸機関と連携を図り、市の活性化につなげたい。

質
　
嘉
麻
市
の
農
業
施
策

に
は
地
域
格
差
が
あ
る
。
用

水
路

排
水
路

井
堰

農
道

等
々
の
農
業
用
施
設
が
あ

る
が
、
中
で
も
農
遣
の
整
備

に
関
し
て
は
農
業
人
口
の

高
齢
化
と
後
継
者
不
足
か

ら
鑑
み
て
、
田
植
え
と
稲
刈

り
前
に
行
っ
て
い
る
人
の
手

に
よ
る
農
道
の
整
備
は
限

界
の
域
に
達
し
て
い
る
。
こ

の
件
に
関
し
、市
の
方
策
は
。

有
田
農
林
整
備
課
長
　
農

道
に
つ
い
て
碓
井
、
山
田
地

区
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
舗
装

が
終
わ
っ
て
い
る
。
稲
築
、
嘉

穂
に
つ
い
て
は
計
画
的

に

整
備
を
し
て
い
る
現
状
だ
が
、

嘉
穂
地
区
に
つ
い
て
は
、
広

範
囲
に
お
よ
び
農
道
の
数

も
非
常
に
多
く
苦
慮
し
て

い
る
。
平
成

２‐
年
度
に
農
村

振
興
基
本
計
画
を
策
定
し
、

県
営
農
村
振
興
総
合
整
備

事
業
で
の
対
応
や
財
政
担

当
部
署
と
の
協
議
に
よ
り

整
備
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質
　
特
産
物
の
ブ

ラ
ン
ド

化
に
つ
い
て
は
、
嘉
麻
市
総

合
計
画
に
自
然
を
生
か
し

た
嘉
麻
市
ブ

ラ
ン
ド
の
農

林
業
の
振
興
や
特
産
物
の

プ
ラ
ン
ド
化
、
広
域
的
販
路

の
開
拓
等
々
、
プ
ラ
ン
ド
化

へ
の
意
気
込
み
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
本
計
画
が
明
記
さ

れ
、
４
年
が
経
過
す
る
が
、

進
捗
状
況
は
。

松
岡
産
業
振
興
課
長
　
嘉

麻
市
の
ブ
ラ
ン
ド
開
発
に

つ
い
て
は
特
産
品
開
発
事

業
と
し
て
市
民
グ
ル
ー
プ

に
期
待
し
た
が
応
募
が
な
い
。

今
後
、
官
民
連
携
の
活
動
が

必
要
と
考
え
る
。
特
産
物
の

ブ
ラ
ン
ド
化
に
つ
い
て
は
、

地
元
の
酒
米
を
使
っ
て
い
る

日
本
酒
等
の
加
工
品
は
、
当

市
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
に

な
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
特

別
栽
培
米
、プ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、

ト

マ
ト
、
イ
チ
ゴ
な
ど
は
、

農
協
と
連
携
し
、
活
力
あ
る

一日
収
益
型
園
芸
産
地
育
成

事
業
を
活
用
し
て
推
進
し

て
い
る
。
画唇
公
り
方
か
ら
の
様
々

な
意
見
は
間
い
て
お
り

関

係
諸
機
関
と
連
携
し
、
農
業

行
政
に
反
映
し
た
い
。

松
岡
市
長
　
特
産
物
の
開

発

に
つ
い
て
は
情
報

の
発

信
が
大
事
だ
。
食
糧
農
業
農

村
基
本
条
例
を
立
ち
上
げ
、

農
政
の
活
性
化
を
図
り
た
い
。

EB淵議員(嘉穂)

処
分

（地
方
自
治
法
第

１
８
０
条
）

専
決
処
分
こ
は
？
す必
哺［漢

易
な
事
項
に
つ
い
て
、

議
会
が
そ
の
議
決
に
よ

議
会
が
議
決
又
は
決
定

す
べ
き
事
件
に
つ
い
て
、
法

的
事
由
に
該
当
す
る
場
合

や
議
会
の
議
決
に
よ
り
委

任
さ
れ
た
場
合
に
市
長
が

議
会
に
代
わ
っ
て
こ
れ
を
処

今
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

専
決
処
分
に
は

法
律
の

規
定
に
よ
る
専
決
処
分
と

議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

処
分
が
あ
り
ま
す
。

法
律
の
規
定
に
よ
る
専
決
処

分
■
方
自
治
法
第
１
７
９
条
）

長
と
議
会
と
の
間
の
調

整
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

次
の
４
つ
の
場
合

市
長
は

専
決
処
分
で
き
ま
す
。

①

解
散
や
総
辞
職
な
ど
の

た
め
議
会
が
成
立
し
な
い

た
め
必
要
な
時
期
ま
で
に

議
会
の
議
決
や
決
定
が
得

ら
れ
な
い
と
き
。

②

地
方
自
治
法
の
例
外
規

定
（第
１
１
３
条
）
に
よ
っ
て

も
、
〈口
議
体
と
し
て
の
組
織（

構
成
が
で
き
ず
、
△ム
議
を
開

け
な
い
た
め

必
要
な
時
期

ま
で
に
議
会
の
議
決
や
決

定
が
得
ら
れ
な
い
と
き
。

０
）
市
長
に
お
い
て
必
要
な

時
期
ま
で
に
議
決
や
決
定

を
得
る
た
め
の
議
会
を
招

集
す
る
暇
が
な
い
と
き
。

の
）
議
会
に
お
い
て
、
必
要

な
時
期
ま
で
に
、
議
決
や
決

定
す
べ
き
事
件
を
議
決
又

は
決
定
し
な
い
と
き
。

×
　
４
つ
の
い
ず
れ
の
場
合

で
も
、
そ
の
事
実
認
定
は
客

観
性
が
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
判
定
を
誤
っ
た

場
合
、
そ
の
専
決
処
分
は
違

法
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、市
長
が
こ
れ
ら
の

場
合
に
該
当
す
る
と
し
て

専
決
処
分
し
た
場
合
に
は
、

処
分
後
、
初
め
て
開
か
れ
る

議
会
に
報
告
し
て
議
会
の

承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

り
、
市
長
の
専
決
で
き
る
事

項
を
指
定
し
て
委
任
す
る

こ
と
に
よ
り
、
市
長
が
議
会

に
代
わ
っ
て
処
分
す
る
こ
と

を
い
い
ま
す
。

議
会
が
市
長
の
専
決
処

分
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
議
会
の
権
限
に
属

す
る
軽
易
な
事
項
に
限
ら

れ
ま
す
。

議
会
に
お
け
る
選
挙
や

同
意
、決
定
、意
見
書
の
提
出
、

諮
間
に
対
す
る
答
申
、
請
願

の
採
択
、
証
人
の
喚
問
な
ど

の
議
会
が
権
限
を
行
使
す

べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
市

長
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

市
長
が
委
任
に
よ
る
専

決
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、

議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、
法
律
の
規
定

に
よ
る
専
決
処
分
と
は
異

な
っ
て
、
議
会
の
承
認
は
必

要
と
し
ま
せ
ん
。
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